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速報税理御中 2011.5.20 2700 字 2011.7.1 予定 
訴外会社が負担した遺産分割に係る代償金は納税者の一時所得になる 

東京高判平成 20 年 4 月 22 日税資 258 号順号 10944 確定 Z888-1509 
立教大学法学部 浅妻章如 

１．事実関係 

 丁は昭和 26 年 1 月 3 日に死亡し、妻戊、子Ａ・Ｂ・Ｃの 4 名が相続した。戊は昭和 50
年 2 月 6 日に死亡し、ＡＢＣ3 名が相続した。Ａは平成 4 年 4 月 3 日に死亡し、妻甲、子

乙・丙の 3 名が相続した（甲乙丙を以下「原告ら」という）。 
 本件建物 1について昭和 29年1月 26日付で所有者を丁とする所有権保存登記がされた。

本件建物 2 について昭和 28 年 2 月 18 日付で所有者をＡとする所有権保存登記がされた。 
 原告らは、平成 4 年 10 月 10 日、本件建物 1 及び 2 がＡの相続財産であるとの前提で遺

産分割協議を行い、相続税の申告をし、本件建物 2 について平成 5 年 2 月 18 日付けで甲

が 2/4、乙丙がそれぞれ 1/4 ずつの持分とする所有権移転登記をした。原告らは、本件建物

1 の名義は丁であるもののＡの所有であったと主張し、平成 11 年 12 月頃、ＢＣに所有権

変更登記についての同意を申し入れた。ＢＣはこれを拒絶し、平成 12 年 9 月及び 10 月に

原告らを相手方として、丁の相続財産に係る遺産分割調停を東京家庭裁判所に申し立てた

（以下「本件調停」という）。 
 原告らは平成 12 年 11 月 17 日、株式会社Ｆに本件建物 1 及び 2 を 4.3 億円で売り渡す

契約を締結した（以下「本件売買契約」という）。本件建物 1 についてのＢＣとの紛争はＦ

の負担と責任において処理するものとしていた。代金支払は平成 12 年中になされた。 
 本件調停は平成 13 年 7 月 2 日に次の内容で成立した――ＢＣ及び原告らは、本件建物 1
が丁の遺産であること及び本件建物 2 がＡの遺産であることを確認する。本件建物 1 を甲

が 1/2、乙丙が 1/4 ずつの持分で共有取得し、代償として原告らはＢＣに各 2000（計 4000）
万円を支払う。 
 原告らは平成 13 年 8 月 8 日にＦとの間で本件売買契約に関する覚書を取り交わした。

本件売買契約によりＢＣとの紛争解決をＦの責任と負担において行うことになっていたの

で、Ｆは所有権移転登記手続きに要する一切の書類の交付を受けるのと引換えに原告らに

4000 万円（以下「本件金員」という）を支払うという内容である。 
 原告らは平成 13 年分の確定申告において本件金員を所得に含めていなかった。税務署長

は、本件金員が原告らの平成 13 年分の一時所得に当たるとして所得税の更正処分及び過少

申告加算税の賦課決定処分をした。 
 
２．争点 

①本件金員は原告らの収入として所得税の対象となるか。原告らは、所得税法 12 条に照ら

し「単なる名義人であった原告らに享受すべき収益はない」等と主張した。 
②一時所得か譲渡所得か。 
③平成 12 年分・平成 13 年分いずれの収入か。 
 
３．判決要旨 請求棄却・確定（控訴審は何も述べてない。一審東京地判平成 19 年 11 月

16 日税資 257 号順号 10826 から引用） 
 争点①：「一般に、遺産分割調停により共同相続人のうち一人又は数人が相続財産を現物

で取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人に対し金銭債務を負担するいわゆる代

償分割の方法（家事審判規則１０９条）による遺産分割の合意がされた場合、その現物を

取得した共同相続人は、その現物についての所有権等の権利を相続開始時に取得するとと

もに、他の共同相続人に対し代償金支払債務を負うこととなる。そして、第三者から提供

された金銭によって、この代償金支払債務を履行し、自己の出捐なしに当該債務を消滅さ

せた場合には、当該代償金支払債務の額に相当する経済的利益を得たことになる。」 
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 原告らの主張について。所得税法 12 条は当事者の真意「から離れて専ら経済的な観点か

ら課税の根拠を見出すことを許容したものではない」。「原告らは、Ｂらとの合意に基づい

て発生した代償金支払債務について、Ｆから本件金員を受け取ることにより、何らの出捐

なしに当該債務を消滅させ、経済的利益を得たものと認められるから、原告らは本件金員

により何らの経済的利益をも得ていない旨の原告らの主張は、およそ採用することができ

ない。」 
 争点②：「Ｆから原告らに交付された４０００万円が本件売買契約に基づく」対価ではな

いため「譲渡所得であるとは認めることはできない」。 
 争点③：最判昭和 53 年 2 月 24 日民集 32 巻 1 号 43 頁を引用した上で、「本件売買契約

が締結された当時、本件金員について具体的な権利は何ら確定していなかった」こと等「か

ら、当該収益の帰属すべき時期は平成１３年である」。 
 
４．評釈 
 本評釈は争点①に焦点を当てる（渕圭吾、藤谷武史、吉村政穂、神山弘行からの示唆に

感謝する）。 
 一般に債務免除益が収入金額となる背景には、借金等の受益時点で収入金額がたたない

という事情がある（増井良啓「債務免除益をめぐる所得税法上のいくつかの解釈問題」ジ

ュリスト 1315 号 192 頁、1317 号 268 頁参照）。しかし、本件調停の民法 909 条による遡

及効の下、Ａが【現物－代償金】の経済的価値を取得し、Ａ及び原告らは本件金員相当分

を経済的に受益しないこととなる。この遡及効に鑑み、債務消滅により原告らが「代償金

支払債務の額に相当する経済的利益を得た」と判決が段じたことには疑義も湧きうる。 
 それでも受益なき原告らに本件金員相当分の所得ありと裁判所が判断した背景には、代

償金が取得費に算入されない（所基通 38-7）とした最判平成 6 年 9 月 13 日判時 1513 号

97 頁の影響があると推測される（取得費の問題でない本件は最判の射程外という考慮から

言及がないのであろう）。最判平成 6 年 9 月 13 日（その是非はともかく。金子宏『租税

法』16 版 228 頁参照）を前提とすれば、代償金を取得した相続人に譲渡所得課税をせず現

物を取得した相続人に譲渡所得課税を一点集中させる（所得税負担は遺産分割で調整）こ

ととなる。Ｆが原告らに 4.7 億円支払い原告らがＢＣに 4000 万円支払ったという事実であ

ったならば原告らは代償金を控除できないこととの均衡から、本件の事実の下、本件金員

について（争点②③はともかく）原告らの所得として扱うことは正当化しうる。 
 尤も、丁・Ａの死亡に係る相続税負担が原告ら及びＢＣ間でどう調整されるか（相基通

11 の 2-9；タックスアンサーNo.4173 参照）、本件調停に関し一時所得の税負担がどう調

整された（される）か、ＢＣは所得税が課されるか（大津地判昭和 60 年 1 月 14 日行集 36
巻 1 号 8 頁参照）、本件売買契約に係る譲渡所得はどう計算されたか等（なおＦにとって

の本件建物 1 及び 2 の原価は 4.7 億円となろう）と絡めて初めて、原告らの所得として扱

うこととの整合性が議論できるようになることから、本判決のみで判旨の当不当を論ずる

ことは難しい。 
 
◆38l2 判例 最判平成 6 年 9 月 13 日判時 1513 号 97 頁 代償金は取得費に算入されない ◆38l3 評釈 西尾信一・銀行法務５０５号他の相続人に代償金を交付して単独で相続した不動産を売却した場合の譲渡所得の計算上右代償金を取得費に算入することの可否（消極）☆38L2 ◆38l4 評釈 大崎満・ジュリスト１０８４号代償分割における代償金等を譲渡所得の取得費に算入することの可否☆38L2 ◆38l5 評釈 石原直樹・判例タイムズ９１３号２８２頁（平成７年度主要民事判例解説）他の相続人に代償金を交付して単独で相続した不動産を売却した場合の譲渡所得の計算上右代償金を取得費に算入することの可否☆38L2 ◆38l6 評釈 田中治・租税法研究２４号１９６頁代償分割における代償金等を譲渡所得計算の取得費に算入することの可否☆38L2 ◆38l7 判例 千葉地判昭和 55 年 1 月 30 日訟月 26 巻 4 号 700 頁確定 ◆38l8 評釈 廣瀬正・ジュリスト７４４号遺産の代償分割と譲渡所得☆38L7 ◆38l9 判例 大津地判昭和 60 年 1 月 14 日行集 36 巻 1 号 8 頁確定 ◆38m1 判例 東京地判昭和 54 年 3 月 28 日行集 30 巻 3 号 654 頁・東京高判昭和 55 年 10 月 30 日行集 31 巻 10 号 2309 頁確定 遺産分割調停事件の処理を委任した弁護士に支払った報酬が取得費に算入されない ◆38m2 判例 浦和地判平成元年 2 月 27 日税資 169 号 382 頁シュトイエル 322 号 5 頁・東京高判平成元年 10 月 26 日税資 174 号 204 頁・上告審東京高決平成 2 年 1 月 16 日税資 175 号 15 頁 代償金は取得費に算入されない ◆タックスアンサーNo.4173 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4173.htm ◆所基通 38-7(1)、相続税法 11 条の 2、相基通 11 の 2-9 
  

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4173.htm�
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所得税更正処分取消等請求事件 
 東京地方裁判所平成１８年（行ウ）第６２０号、平成１８年（行ウ）第６２７号、平成１８年（行ウ）

第６２８号 
 平成１９年１１月１６日民事第３部判決 
 
        判   決 
 
 原告（第１事件） 甲 
 原告（第２事件） 乙 
 原告（第３事件） 丙 
 原告３名訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載１のとおり 
 被告 国 
 同代表者法務大臣 鳩山邦夫 
 処分行政庁（第１、第２事件） 京橋税務署長 高堂勝己 
 処分行政庁（第３事件） 静岡税務署長 中野好文 
 被告指定代理人 別紙代理人目録記載２のとおり 
 
       主   文 
 
 １ 原告らの請求をいずれも棄却する。 
 ２ 訴訟費用は、原告らの負担とする。 
 
       事実及び理由 
 
 第１ 請求 
 １ 京橋税務署長が原告甲に対し平成１７年２月２８日付けでした平成１３年分所得税の更正処分の

うち総所得金額を２４２万７６３８円として計算した額（納付すべき税額４万６４００円）を超える部

分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 
 ２ 京橋税務署長が原告乙に対し平成１７年２月２８日付けでした平成１３年分所得税の更正処分の

うち総所得金額を１２８万２０１９円として計算した額（納付すべき税額２万０６００円）を超える部

分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 
 ３ 静岡税務署長が原告丙に対し平成１７年２月２８日付けでした平成１３年分所得税の更正処分の

うち総所得金額を６０４万９９４０円として計算した額（納付すべき税額８万１２００円）を超える部

分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 
 第２ 事案の概要 
  本件は、原告甲（以下「原告甲」という。）、原告乙（以下「原告乙」という。）及び原告丙（以下「原

告丙」という。）と他の共同相続人らの間における遺産分割調停において、原告らが相続財産である不

動産等を取得し、その代償として他の共同相続人らに合計４０００万円を支払う旨の調停が成立し、原

告らが、当該不動産等の売却先の会社から４０００万円を受け取って上記代償金として他の共同相続人

らに支払い、平成１３年分の確定申告において、これを所得として申告しなかったところ、処分行政庁

から、この４０００万円相当分は原告らの一時所得に該当するとして、原告らそれぞれに対し所得税の

更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから、原告らが、上記の各更正処分について各

確定申告に係る金額を超える部分の取消し及び各過少申告加算税賦課決定処分の取消しをそれぞれ求

めた事案である。 
 １ 争いのない事実等（証拠により容易に認められる事実は、末尾にその証拠を、掲記した。） 
 （１）故丁（以下「故丁」という。）は、昭和２６年１月３日に死亡し、妻である故戊、子である故Ａ

（以下「故Ａ」という。）、Ｂ（以下「Ｂ」という。）及びＣ（以下「Ｃ」という。また、ＢとＣを併せ

て「Ｂら」という。）の４名が相続した。また、故戊は、昭和５０年２月６日に死亡し、いずれも子で

ある故Ａ、Ｂ及びＣの３名が相続した。故Ａは、平成４年４月３日に死亡し、同人の妻である原告甲、

子である原告乙及び原告丙の３名が相続した。（甲４の１、２、甲７の１、乙１） 
 （２）別紙物件目録記載１の建物（以下「本件建物１」という。）については、昭和２９年１月２６日

付けで所有者を故丁とする所有権保存登記がされ、同目録記載２の建物（以下「本件建物２」という。）

については，昭和２８年２月１８日付けで所有者を故Ａとする所有権保存登記がされた。本件建物１及
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び同２については、それぞれその敷地につき借地権が設定されていた（以下、本件建物１とその敷地の

借地権を併せて「本件借地権付建物１」、本件建物２とその敷地の借地権を併せて「本件借地権付建物

２」、本件借地権付建物１及び同２を併せて「本件各借地権付建物」という。）。（甲４の１、２、甲７の

１、乙１） 
 （３）原告らは、平成４年１０月１０日、本件各借地権付建物をいずれも故Ａの相続財産であるとし

て遺産分割協議を行い、本件各借地権付建物の持分をそれぞれ原告甲が２分の１、原告乙及び原告丙が

各４分の１として共有取得する旨の遺産分割に合意し、相続税の申告をした。そして、本件建物２につ

いて、平成５年２月１８日付けで、平成４年４月３日相続を登記原因として持分を原告甲が４分の２、

原告乙及び原告丙がそれぞれ４分の１とする所有権移転登記がされた。 
 （４）原告らは、本件建物１は故Ａの所有であったにもかかわらず登記簿上の所有者は故丁となって

いると主張し、平成１１年１２月ころ、Ｂらに対し、所有者を変更する登記をすることについての同意

を申入れたが、Ｂらはこれを拒絶した。そして、Ｂらは、平成１２年９月、Ｄ弁護士（以下「Ｄ弁護士」

という。）を代理人として、原告乙及び原告丙を相手方に、故丁の相続財産に係る遺産分割調停を東京

家庭裁判所に申し立て（以下「本件調停」という。）、同年１０月１７日、原告甲を相手方に追加した。

原告らの代理人は、Ｅ弁護士（以下「Ｅ弁護士」という。）であった。（甲７の１、２） 
 （５）原告らは、平成１２年１１月２７日、株式会社Ｆ（以下「Ｆ」という。）との間で、次の約定に

より本件各借地権付建物を売買する旨の契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。（甲６） 
 ア 原告らは、Ｆに対し、本件各借地権付建物を売買代金総額４億３０００万円で売り渡す。（契約書

（甲６）１条、２条） 
 イ Ｆは、原告らに契約締結と同時に初回金として５０００万円、本件建物２に係る登記申請手続と

引換えに残代金３億８０００万円を支払う。（同３条） 
 ウ Ｆは、本件建物１について、その所有名義が故丁であり、Ｂらが本件建物１は相続により共有で

あることを主張していることを確認しており、これに関する紛争は、すべてＦの責任と負担において処

理するものとし、Ｆは、当該紛争が未処理であること若しくは解決ができないことが本件売買契約の効

力及び対価その他の条件に何らの影響を与えるものではないこと及び本件売買契約上の瑕疵その他の

債務不履行にもならないことを承諾する。（同６条３項、１３条１項） 
 （６）原告らは、本件売買契約に基づき、Ｆから譲渡代金の初回金として５０００万円を受領し、平

成１２年１２月１５日、譲渡代金の残額３億８０００万円を受領した。  
 （７）本件調停は、平成１３年７月２日、東京家庭裁判所において、概要以下の調停条項を内容とし

て成立した。（甲９） 
 ア Ｂら及び原告らは、本件借地権付建物１が故丁の遺産であること及び本件借地権付建物２が故Ａ

の遺産であることをいずれも相互に確認する。 
 イ 本件借地権付建物１を原告甲が２分の１、原告乙及び原告丙が各４分の１の持分で共有取得する。 
 ウ 原告らは、故丁の遺産である本件借地権付建物１を取得する代償として、連帯してＢらに対し各

２０００万円の合計４０００万円（以下「本件代償金」という。）の支払義務があることを認め、これ

を分割して平成１３年７月１９日限り各１０００万円、平成１３年１１月末日限りＢらから本件建物１

の所有移転登記申請手続に要する一切の書類の交付を受けるのと引換えに各１０００万円を支払う。 
 エ Ｂらと原告らとの間では、故丁の遺産の帰属をめぐる紛争等を一切解決したものとする。 
 （９）Ｅ弁護士は、原告ら代理人として、本件調停における調停条項に基づき、平成１３年７月１９

日に本件代償金の内金２０００万円をＢら代理人のＤ弁護士に支払った。（甲１０の１） 
 （１０）Ｅ弁護士は、原告ら代理人として、平成１３年８月８日、Ｆとの間で、「借地権付建物売買契

約書に関する覚書」（以下「本件覚書」という。）を取り交わし、次の合意をした。（甲１１） 
 ア Ｆは、原告らとＢらとの間で、本件借地権付建物１を原告らが共有取得し、原告らはＢらに対し

各２０００万円の合計４０００万円を分割して支払うことを内容とする調停が成立したことを確認す

る。（本件覚書・第１条） 
 イ Ｆは、Ｂらに関する紛争については、本件売買契約の契約書１３条によれば、Ｆの責任と負担に

おいて行うことになっていることを確認する。（本件覚書・第２条） 
 ウ Ｆは、原告らに対し、上記アの４０００万円を本件覚書締結後直ちに、Ｆに対する所有権移転登

記手続に要する一切の書類の交付を受けるのと引換えに支払うものとする。 
 （１１）Ｅ弁護士は原告ら代理人として、平成１３年８月８日、本件覚書記載の金員としてＦかち額

面２０００万円の小切手２枚を受領し、うち１枚を平成１３年７月１９日にＢらに本件代償金の一部と

して支払った２０００万円の補填に充て、他の１枚をＢら代理人のＤ弁護士に交付して本件代償金の残

額の支払に充てた（以下、Ｆから支払を受けたこれらの合計４０００万円を「本件金員」という。）。（甲
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１０の２、甲１２の１、２） 
 （１２）原告らは、法定申告期限内に平成１３年分の所得税について確定申告をしたが、Ｆから支払

を受けた本件金員については申告していない。 
 ２ 更正処分等の経緯及び所得税額等に関する当事者の主張 
 （１）原告甲の平成１３年分の所得税に係る確定申告、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、

異議申立て、異議決定、審査請求及び審査裁決の経緯は、別表１記載のとおりである。また、原告甲の

平成１３年分の所得税額等に係る原告甲の主張は、別表１記載の確定申告欄、被告の主張は更正処分等

欄に各記載されたとおりである。 
 （２）原告乙の平成１３年分の所得税に係る確定申告、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、

異議申立て、異議決定、審査請求及び審査裁決の経緯は、別表２記載のとおりである。また、原告乙の

平成１３年分の所得税額等に係る原告乙の主張は、別表２記載の確定申告欄、被告の主張は更正処分等

欄に各記載されたとおりである。 
 （３）原告丙の平成１３年分の所得税に係る確定申告、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、

異議申立て、異議決定、審査請求及び審査裁決の経緯は、別表３記載のとおりである。また、原告丙の

平成１３年分の所得税額等に係る原告丙の主張は、別表３記載の確定申告欄、被告の主張は更正処分等

欄に各記載されたとおりである。 
 ３ 争点 
 （１）Ｆが原告らに交付した本件金員は、原告らの収入として所得税の対象となるか。 
 （２）本件金員による原告らの収入は、一時所得か譲渡所得か。 
 （３）本件金員に係る原告らの収入は、平成１２年分の収入、平成１３年分の収入のいずれか。 
 ４ 争点及びこれに関する当事者の主張 
 （１）争点（１）（Ｆが原告らに交付した本件金員は、原告らの収入として所得税の対象となるか。）

について 
 （被告の主張） 
  本件各借地権付建物については、原告らとＢらとの間で故丁の遺産であるかどうかを含めて分割に

争いがあったところ、本件調停の成立により、本件借地権付建物１は故丁の遺産とされ、本件借地権付

建物２は故Ａの遺産とされ、故Ａの相続人である原告らが本件借地権付建物１を取得し、その代償とし

てＢらに代償金合計４０００万円を支払うという代償分割の方法により故丁の遺産分割が行われたも

のである。 
  すなわち、原告らがＢらに本件代償金を支払うべき債務は、本件調停の成立によって初めて発生し、

確定したものであって、この債務は、故丁の相続人であった故Ａの相続人たる地位を有する原告らが、

その地位において、本件調停の成立により負った固有の債務である。 
  本件調停成立後に、原告ら及びＦは、平成１３年８月８日付け本件覚書を作成し、本件覚書に基づ

いてＦから原告らに本件金員が支払われ、原告らは、これを本件代償金を支払うべき債務の支払に充て

ることによって、自ら出捐することなく当該債務を消滅させ、当該債務相当額の経済的利益を享受した

ものであるから、原告らが受けた当該経済的利益は、所得税法３６条１項の「金銭以外の物又は権利そ

の他経済的な利益をもって収入する場合」に該当し、所得税の対象となる。 
 （原告らの主張） 
  本件売買契約の際に、本件借地権付建物１に関しＢらに関する紛争が発生することが既に予定され

ており、当該紛争はすべてＦの責任と負担で処理することが確認されていたところ、原告らは遺産分割

調停の形式的当事者として手続面で協力し、経済的実質的にはＦが本件借地権付建物１に係るＢらの持

分を取得し、対価である４０００万円を本件調停の形式的当事者である原告らを通じてＢらに支払った

ものである。 
  そうすると、Ｆが原告らに交付した本件金員は、原告らの代償金債務を消滅させることを目的とし

たものではなく、Ｂらの本件借地権付建物１の共有持分の対価であるから、所得税法１２条が「資産又

は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、

その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属する…」と規定

していることからすれば単なる名義人であった原告らに享受すべき収益はない。 
  したがって、原告らに収益が帰属すると判断して行われた原告らに対する所得税の各更正処分及び

過少申告加算税の各賦課決定処分はいずれも違法である。 
 （２）争点（２）（本件金員による原告らの収入は、一時所得か譲渡所得か。）について 
 （被告の主張） 
  所得税法３４条１項は、「一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、
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退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外

の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」と規定

しているところ、原告らは、本件調停により代償金債務を負ったことを契機として本件覚書に基づき本

件金員をＦから交付され、代償金債務相当額の経済的利益を受けたものであって、この経済的利益は、

資産の譲渡による所得に当たらない上、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職

所得及び山林所得のいずれにも当たらないから、原告らに帰属する上記の経済的利益は、一時所得に当

たる。 
 （原告らの主張） 
  本件売買契約上、原告らは本件建物１の所有権移転登記申請手続を行う義務をもともと有しておら

ず、その前提で譲渡価額が４億３０００万円と決定されたが、その後、本件調停において原告らがいっ

たん本件借地権付建物１を取得する形式が取られＦに対する所有権移転登記手続に要する一切の書類

の交付を受けるのと引換えに原告らに対し本件金員が交付された。そして、本件売買契約の契約書１３

条は、Ｂらの紛争に伴いＦが費用を負担したことにより本件各借地権付建物の売買価額が減額されるこ

とはないというものであるが、逆に、原告らが他人の所有に属する物件をＦに移転した場合に譲渡価額

を増加させることを禁止していない。そうすると、本件金員が原告らに帰属する収益であるとしても、

それは本件借地権付建物１に係るＢらの持分の対価であって、「資産の譲渡による所得」（所得税法３３

条１項）として、譲渡所得に該当する。 
 （３）争点（３）（本件金員に係る原告らの収入は、平成１２年分の収入、平成１３年分の収入のいず

れか。）について 
 （被告の主張） 
  所得の帰属年度について、所得税法３６条１項は、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額と

すべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入す

べき金額…とする」と規定しており、「収入すべき金額」とは、収入すべき権利の確定した金額と解す

べきであるところ、本件金員により原告らに帰属する収益は一時所得であるから、当該収益の帰属時期

は、原告らが本件金員の支払を受けるべき権利が確定した平成１３年８月８日の本件覚書の締結時であ

る。 
  したがって、原告らの平成１３年分の所得として課税されるべきであり、原告らに対する所得税の

各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分に違法はない。 
 （原告らの主張） 
  本件金員により原告らに帰属する収益は譲渡所得であるから、当該収益の帰属時期は、本件売買契

約が締結された平成１２年１１月２７日である。 
  したがって、原告らの平成１２年分の所得として課税されるべきであり、原告らに対する所得税の

各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分は違法である。 
第３ 当裁判所の判断 
１ 争点（１）（Ｆが原告らに交付した本件金員は、原告らの収入として所得税の対象となるか。）につ

いて 
 （１）一般に、遺産分割調停により共同相続人のうち一人又は数人が相続財産を現物で取得し、その

現物を取得した者が他の共同相続人に対し金銭債務を負担するいわゆる代償分割の方法（家事審判規則

１０９条）による遺産分割の合意がされた場合、その現物を取得した共同相続人は、その現物について

の所有権等の権利を相続開始時に取得するとともに、他の共同相続人に対し代償金支払債務を負うこと

となる。そして、第三者から提供された金銭によって、この代償金支払債務を履行し、自己の出捐なし

に当該債務を消滅させた場合には、当該代償金支払債務の額に相当する経済的利益を得たことになる。 
 （２）そして、本件について検討するに、前記争いのない事実等記載のとおり、本件調停における調

停条項においては、Ｂらと原告らは、本件借地権付建物１が故丁の遺産であることを確認し、原告らが

これを取得し、原告らは代償金として連帯してＢらに対し合計４０００万円の支払義務があることを認

め、これをＢらから所有権移転登記申請手続に必要な書類の交付を受けるのと引換えにＢらに対し支払

うこととされていることが認められるところ、これらの調停条項を見る限り、Ｂら及び原告らは、代償

分割の方法による遺産分割を合意したものであると推認できる。 
 （３）この点につき、原告は、この合意は形式的なものにすぎず、実質はこれと異なる合意がされた

かのような主張をするので、まず、本件調停の申立人であるＢらが、いかなる意思で当該遺産分割の合

意を行ったかについて検討する。 
  前記争いのない事実等に証拠（甲２の１ないし３、甲３の１ないし３、甲５、６、甲７の１、甲９、

１３、乙４）及び弁論の全趣旨を総合すれば、Ｂらは、本件各借地権付建物は故丁の遺産であり、Ｂら
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に相続持分があると認識していたのに対し、原告らは、いずれも故Ａが相続、生前贈与又は時効によっ

て取得したと認識し、Ｂらの相続持分を否定していたこと、Ｂらは、平成１１年１２月から平成１２年

５月ころ、原告らから５００万円の支払を条件に本件各借地権付建物の処分に同意することを求められ

たがＢらはこれを拒絶し、故丁の相続持分に応じた本件各借地権付建物の公平な分配を求めて本件調停

を申し立てたこと、Ｂらは、代理人であるＤ弁護士から、代償分割の方法により代償金を受領しても課

税されないことなどの説明を受け、納得した上で調停を成立させたものであること、Ｂらは、本件調停

の成立前に本件各借地権付建物がＦに売却されたことは知らず、調停の前後を通じ、ＦがＢらに接触し

たことはなかったことがそれぞれ認められる。 
  そうすると、Ｂらは、本件各借地権付建物に関する相続をめぐる紛争に決着を付けるべく調停を申

立て、その解決方法として代償分割という方法を採ることに納得して本件調停を成立させたものであり、

Ｂらは、調停条項どおりの代償分割の方法による遺産分割をする意思でその合意をしたと認められ、単

にこれを形式的な合意であって、他に別の実質的な合意があるということを知悉して本件調停を成立さ

せたとは認められない。 
 （４）そして、原告らについてみるに、前記争いのない事実等に証拠（甲２の１ないし３、甲３の１

ないし３、甲６、１３、乙４）及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告らは、平成１２年１１月２７日に

Ｆとの間で本件各借地権付建物を売り渡す旨の本件売買契約を締結していたのであって、原告らは、本

件調停において、本件各借地権付建物を取得することを強く希望していたこと、原告らは、仮にＢらと

の本件調停において本件各借地権付建物を売却して代金を分割することになれば、Ｂらに売却先を明ら

かにせざるを得なくなり、そうすると、既に本件売買契約が行われ原告らが多額の売買代金を受け取っ

ていたことなどが明らかになり、Ｂらに対する支払額が大幅に上昇させられたり、原告らが既に受け取

った本件売買契約の代金の分配等を求められることを懸念し、代償分割を望んだことがそれぞれ認めら

れるのであって、原告らとしても、本件各借地権付建物を原告らのものとし、代償金合計４０００万円

をＢらに支払って解決する代償分割の方法によって遺産分割をする意思で本件調停を成立させたもの

と認められる。 
 （５）そうすると、本件調停において、申立人であるＢらは、本件借地権付建物１を代償分割の方法

により代償金を受け取る意思で調停条項に合意したものであり、また、相手方である原告らは、代償分

割の方法により本件借地権付建物１を取得し、その代償金として合計４０００万円をＢらに支払うこと

に合意したものと認められる。そして、原告らは、Ｆから本件金員である４０００万円の交付を受け、

これを本件代償金支払債務の弁済に充てることにより当該債務を消滅させたものであるから、原告甲は、

自らの相続分に応じて負担すべき２０００万円の代償金相当額の経済的利益を受け、同様に、原告乙及

び原告丙は自らの相続分に応じて負担すべき各１０００万円の代償金相当額の経済的利益を受けたこ

とになるから、これらをそれぞれ原告らの収入金額に算入すべきことは明らかである。 
 （６）これに対し、原告らは、本件調停においては、実質的当事者であるＦがＢらの持分を取得し、

その対価として本件金員を形式的当事者である原告らを通じてＢらに支払ったものであると主張し、ま

た、仮に原告らが本件調停に実質的当事者として関与したのだとしても、実質的には本件借地権付建物

１を売却してその代金を分割する合意がされ、本件金員はＢらの持分の対価としてＢらが取得したので

あるから、いずれにしても所得税法１２条により、単なる名義人である原告らに帰属する収益はない旨

主張する。 
  しかしながら、所得税法１２条が、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が

単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収

益は、これを享受する者に帰属する」と規定しているのは、課税の根拠となる法律関係を当事者の真意

に基づいて判断すべきことを明らかにしたものと解すべきであって、そこから離れて専ら経済的な観点

から課税の根拠を見出すことを許容したものではないというべきところ、本件調停において、Ｂらと原

告らは、原告らが本件借地権付建物１を取得する代わりに原告らがＢらに対し代償金として合計４００

０万円を支払う旨の合意をしたものであることは前示のとおりであり、これとは別にＢらと原告らの間

に原告らが主張するような合意に基づく法律関係があったものではないことは、Ｂらには、本件売買契

約がされたことはおろかＦの存在についてすら認識がなかったことに鑑みても明らかである。 
  そうすると、原告らは、Ｂらとの合意に基づいて発生した代償金支払債務について、Ｆから本件金

員を受け取ることにより、何らの出捐なしに当該債務を消滅させ、経済的利益を得たものと認められる

から、原告らは本件金員により何らの経済的利益をも得ていない旨の原告らの主張は、およそ採用する

ことができない。 
２ 争点（２）（本件金員による原告らの収入は、一時所得か譲渡所得か。）について 
 （１）一時所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得
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及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務

その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう」（所得税法３４条１項）とさ

れているところ、原告らがＦから受け取った本件金員が、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、

給与所得、退職所得又は山林所得のいずれにも該当しないことは明らかである。 
 （２）そこで、Ｆから原告らに支払われた本件金員が、原告らの譲渡所得に該当するか否かについて

検討するに、それが譲渡所得に当たるとするためには、本件金員が本件売買契約に基づく本件各借地権

付建物の対価であると認められなければならない。しかしながら、前記争いのない事実等に証拠（甲６、

１１）を総合すれば、本件売買契約において、本件各借地権付建物の譲渡代金は総額で４億３０００万

円と定められていたこと、本件金員は、本件売買契約の契約書１３条により、Ｂらに関する紛争は、す

べてＦの責任と負担において処理するものとされたため、それを具体的に明らかにした本件覚書に基づ

いて，Ｆが原告らに支払った金員であること、本件売買契約に際し、Ｆは、当該紛争が継続しているこ

とを知りつつ、その解決ができないことが本件売買契約の効力及び対価その他の条件に何らの影響を与

えるものではないと約定したことが認められるのであって、Ｆから原告らに交付された４０００万円が

本件売買契約に基づく本件各借地権付建物の対価であったと認めることはできず、また、本件売買契約

が更改等によって譲渡代金増額の合意がされたことを窺わせる証拠もない。 
  そうすると、原告らがＦから受領した本件金員に係る収入が譲渡所得であるとは認めることはでき

ないのであって、その所得区分は、所得税法３４条１項にいう一時所得に当たると認めるべきである。  
３ 争点（３）（本件金員に係る原告らの収入は、平成１２年分の収入、平成１３年分の収入のいずれ

か。）について 
 （１）所得の帰属年度について、所得税法３６条１項は、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金

額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収

入すべき金額…とする」と規定しており、この「収入すべき金額」とは、現実の収入がなくても、その

収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとしてその権利確定の

時期の属する年分の所得課税を計算する趣旨であると解される（最高裁判所昭和５３年２月２４日第２

小法廷判決民集３２巻１号４３頁）。 
 （２）これを本件についてみるに、前記２のとおり、原告らがＦから本件金員を受け取ったことによ

る経済的利益は、一時所得と認められるところ、本件売買契約が締結された当時、本件金員について具

体的な権利は何ら確定していなかったものであり、本件調停の成立を踏まえた平成１３年８月８日付け

本件覚書の締結により、Ｆが原告らに本件金員を支払うことが具体的に確定したものと認められるから、

当該収益の帰属すべき時期は平成１３年であると認められる。したがって、当該収益は原告らに帰属す

る平成１３年分の一時所得として課税されるべきである。 
 ４ まとめ 
  そうすると、原告らの平成１３年分の所得とこれに対する平成１３年分の所得税額は、別表１ない

し３の更正処分等欄の納付すべき税額の区分に記載されたとおりであり、過少申告加算税の額は、別表

１ないし３の更正処分等欄の過少申告加算税の区分に記載されたとおりであると認められる。（なお、

その結果、原告甲の総所得金額が１０００万円を超えることになるため、平成１６年法律第１４号によ

る改正前の所得税法２条１項３０号の老年者に該当せず、同改正前の所得税法８０条１項による老年者

控除の適用はないから、原告甲の所得控除の合計額は別表１の更正処分等欄の所得控除の合計額の区分

に記載されたとおりと認められる。） 
  したがって、原告らに対する所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分はいずれも

適法である。 
 第４ 結論 
  以上によれば、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき

行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 
 東京地方裁判所民事第３部 
 裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 古田孝夫 裁判官 工藤哲郎 
 
 （別紙）代理人目録 
 １ 原告３名訴訟代理人弁護士 荒竹純一 高野裕之 赤司修一 白日光 渡辺和也 昼間由真 
 （荒竹純一訴訟復代理人弁護士） 後藤千恵 
 ２ 被告指定代理人 秦智子 塔岡康彦 畠山勉 出田潤二 中山玲子 野口洋 塚元修 飯塚篤 
 以上 
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 （別紙）物件目録 
 １ 所在  東京都中央区 
   家屋番号 
   種類  居宅 
   構造  木造ルーフィング葺平家建 
   床面積 ３３．０５平方メートル 
   所有者 丁 
 ２ 所在 東京都中央区 
   家屋番号 
   種類  店舗 
   構造  木造瓦葺２階建 
   床面積 １階 １９．５０平方メートル 
       ２階 １８．６７平方メートル 
    共有者 甲 持分４分の２ 
        乙 持分４分の１ 
        丙 持分４分の１ 
 以上 
 
 別表１ 原告甲の平成１３年分の所得税の課税の経緯《略》 
 別表２ 原告乙の平成１３年分の所得税の課税の経緯《略》 
 別表３ 原告丙の平成１３年分の所得税の課税の経緯《略》 
 
東京高等裁判所 平成１９年（行コ）第４２３号 各所得税更正処分取消等請求控訴事件 
国側当事者・国（京橋税務署長、静岡税務署長） 
平成２０年４月２２日棄却・確定 
 

主文 
１ 本件控訴をいずれも棄却する。 
２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 
事実及び理由 
第１ 控訴の趣旨 
１ 原判決を取り消す。 
２ 京橋税務署長が控訴人甲に対し平成１７年２月２８日付けでした平成１３年分所得税の更正処分の

うち総所得金額を２４２万７６３８円として計算した額（納付すべき税額４万６４００円）を超える部

分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 
３ 京橋税務署長が控訴人乙に対し平成１７年２月２８日付けでした平成１３年分所得税の更正処分の

うち総所得金額を１２８万２０１９円として計算した額（納付すべき税額２万０６００円）を超える部

分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 
４ 静岡税務署長が控訴人丙に対し平成１７年２月２８日付けでした平成１３年分所得税の更正処分の

うち総所得金額を６０４万９９４０円として計算した額（納付すべき税額８万１２００円）を超える部

分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 
第２ 事案の概要 
１ 事案の要旨 
本件は、控訴人甲、同乙及び同丙と他の共同相続人らの間における遺産分割調停において、控訴人らが

相続財産である不動産等を取得し、その代償として他の共同相続人らに合計４０００万円を支払う旨の

調停が成立し、控訴人らが、当該不動産等の売却先の会社から４０００万円を受け取って上記代償金と

して他の共同相続人らに支払い、平成１３年分の確定申告において、これを所得として申告しなかった

ところ、処分行政庁から、この４０００万円相当分は控訴人らの一時所得に該当するとして、控訴人ら

それぞれに対し所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから、控訴人らが、上

記の各更正処分について各確定申告に係る金額を超える部分の取消し及び各過少申告加算税賦課決定

処分の取消しをそれぞれ求めた事案である。 
原審は、遺産分割調停において、申立人である他の共同相続人らは、不動産を代償分割の方法により代

償金を受け取る意思で調停条項に合意したものであり、また、相手方である控訴人らは、代償分割の方
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法により不動産を取得し、その代償金として合計４０００万円を他の共同相続人らに支払うことに合意

したものと認められ、控訴人らは、当該不動産等の売却先の会社から上記４０００万円の交付を受け、

これを本件代償金支払債務の弁済に充てることにより当該債務を消滅させたものであるから、控訴人ら

は、各自、自らの相続分に応じて負担すべき代償金相当額の経済的利益を受けたことになるから、これ

らをそれぞれ控訴人らの収入金額に算入すべきことは明らかであるなどとして、控訴人らの請求をいず

れも棄却した。 
そこで、控訴人らがこれを不服として控訴した。 
２ 争いのない事実等、更正処分等の経緯及び所得税額等に関する当事者の主張、並びに争点及びこれ

に関する当事者の主張は、原判決「事実及び理由」の「第２ 事案の概要」１ないし４（原判決２頁２

５行目から１０頁１３行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 
第３ 当裁判所の判断 
１ 当裁判所も、控訴人らの本件請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、原判決「事実及

び理由」の「第３ 当裁判所の判断」１ないし４（原判決１０頁１５行目から１６頁６行目まで）に記

載のとおりであるから、これを引用する。 
控訴人は、当審において、控訴人ら代理人荒竹純一の陳述書（甲１４号証）を追加して提出した。しか

しながら、同証拠を考慮しても、上記認定を覆すに足りず、結局、控訴人らの主張は採用することがで

きない。 
２ 以上によれば、控訴人らの本件請求をいずれも棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由が

ないから、これをいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。 
東京高等裁判所第７民事部 
裁判長裁判官 大谷 禎男 
裁判官 細野 敦 
裁判官 鈴木 昭洋 
 


